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熱 行 審 第   号  
令和  年  月  日 

 
熱 海 市 長  齊 藤  栄  様  

           熱 海 市 行 財 政 審 議 会 
        会 長  石  井  倭 雄  

 
 

下 水 道 使 用料 の 改 定 に つ い て （答 申 ）  
 
 

令 和 ６ 年 ５月 １ ４ 日 付 熱 公 下 第２ １ 号 に よ り 受 け た「 下 水 道 使 用 料 の 改定 に つ
い て （ 諮 問 ）」 に つ い て 、 当 審 議 会 で 検 討 し た 結 果 、 別 記 す る 意 見 及 び 要 望 事 項
を 付 し て 下記 の と お り 答 申 す る。  

 
記  

 

1. 答 申  
 (1)下 水道 使 用 料 算 定 期 間 の収 益 的 収 支 の 純 利 益額 は 総 括 原 価 計 算 にお け る  

資 産 維 持 費を 賄 う 額 と 設 定 し、使 用 料 改 定 率 は 平 均１ １ ％ の 引 き 上 げ とす る 。 
 (2)下 水道 使 用 料 算 定 期 間 は、 令 和 ７ 年 度 か ら 令和 １ ０ 年 度 ま で の ４年 間 と す

る 。  
 (3)改 定後 の 下 水 道 使 用 料 は別 表 １ の と お り と する 。  
 (4)実 施時 期 に つ い て は 、 令和 ７ 年 4 月 料 金 徴 収分 か ら と す る 。  
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２ ． 答 申 理由  
本 市 の 下 水道 事 業 は 、近年 の 人 口 減 少 や 節 水 機 器 の普 及 に 伴 う 水 需 要 の減

少 に よ り 事業 収 益 が 減 少 傾 向 にあ る 。  
一 方 で、高 度 成 長 期 以 降 に 整 備し た 下 水 道 施 設 が 一斉 に 更 新 時 期 を 迎 えて

い る こ と や、南 海 ト ラ フ 大 地 震や 台 風 な ど に 伴 う 豪雨 災 害 へ の 対 策 と して 施
設 の 強 靭 化が 求 め ら れ て い る 。ま た 、令 和 ６ 年 １ 月に 発 生 し た 能 登 半 島地 震
で は 、下 水 道 施 設の 老 朽 化 、脆 弱 性 によ る 被 害 の 甚大 化 、復 旧 へ の 対 応の 困
難 さ が 生 活再 建 に 支 障 を き た すな ど 、 課 題 も 浮 き 彫り と な っ た 。  

現 在、「 熱 海 市 下 水 道 事 業 経 営戦 略 」「 熱 海 市 下 水道 ス ト ッ ク マ ネ ジ メン ト
計 画 」に よ り 将 来 の 有 収 汚 水 量の 予 測 や 事 業 計 画 の見 直 し を 行 い 、下 水 道 事
業 が 安 定 的に 継 続 で き る よ う 努め て い る が 、事 業 収 益 の 減 少 や 経 常 経 費の 増
加 等 を 主 な要 因 と し て 、現 在 の 使 用 料 収 入 で は 令 和７ 年 度 か ら 令 和 １ ０年 度
の 使 用 料 算 定 期 間 の 事 業 運 営 に 必 要 な 純 利 益 を 確 保 で き な く な る と 推 計 さ
れ て お り 、エ ネ ル ギ ー コ ス ト 上昇 に よ る 物 価 高 、建 設 資 材 高 騰 に よ る 建設 改
良 費 の 増 額に 対 し て 、施設 の ダ ウ ン サ イ ジ ン グ や 企業 債 の 発 行 抑 制 に よる 元
金 償 還 金 削 減 等 の 経 費 縮 減 努 力 だ け で は 対 応 す る こ と が 難 し い 経 営 状 況 に
あ る 。  

独 立 採 算 制を 原 則 と す る 下 水 道事 業 を 持 続 さ せ て いく た め に は 、経 費 縮 減
を 継 続 す るこ と は も と よ り 、事 業 収 益 の 確 保 に 向 けた 、よ り 適 正 な 下 水道 使
用 料 へ の 見直 し を 行 う 必 要 が ある 。  

以 上 の こ とを 踏 ま え 、本 審 議 会 は 、下 水 道 事 業 の 健全 か つ 安 定 し た 経 営に
向 け た 下 水道 使 用 料 の 改 定 に つい て 慎 重 に 審 議 し た結 果 、今 回 の 答 申 とし た 。 

 
 
３ ． 付 帯 意見 及 び 要 望 事 項  
 (1)市 民の 視 点 に 立 っ て 、 積極 的 な 情 報 の 公 開 を行 い 、 市 民 と の 情 報の 共 有 を  

図 り 、 事 業運 営 に 理 解 を 得 る よう 努 め ら れ た い 。  
 (2)下 水道 使 用 料 に あ た っ ては 、 使 用 料 改 定 の 有無 に 関 わ ら ず 下 水 道事 業 の 状  

況 に つ い て当 審 議 会 に 報 告 す るこ と 。  
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 (3)使 用料 改 定 後 に お い て も、 効 率 的 な 事 業 運 営や 行 財 政 改 革 を 継 続し 、 健 全  
な 経 営 が でき る よ う 努 め ら れ たい 。  

 (4)収 益 確 保 に よ る 事 業 の 持 続 可 能 性 及 び 生 活 環 境 、 公 共 用 水 域 の 水 質 の 向 上
の た め 、公 共 下 水 道 が 果 た す 役割 に つ い て 理 解 を 求め 、効 果 的 な 加 入 促進 の
取 り 組 み に努 め ら れ た い 。  

 (5)高 度 経 済 成 長 期 以 降 に 整 備 し た 施 設 の 更 新 、 大 規 模 災 害 に 備 え た 施 設 の 耐
震 化 、災害 発 生 時 に お け る 迅 速な 施 設 復 旧 等 に 備 え、今 後 も 積 極 的 な 人材 育
成 、 技 術 継承 に 努 め ら れ た い 。  

 (6)公 共下 水 道 の 公 共 的 役 割に 鑑 み 、 汚 水 処 理 にか か る 公 費 負 担 の 在り 方 に つ  
い て 、 一 般会 計 と 協 議 す る よ う努 め ら れ た い 。  
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別 表 １ 

 

下 水 道 使 用料 【 改 定 率 １ １ ％ 】 

区    分 旧 使 用 料 （税 込 ） 新 使 用 料 （税 込 ） 

一 

般 

汚 

水 

基 本 水 量 

（ １ ０ ㎥ 以下 ） 
２ ， ８ ２ ７円 ３ ， １ ３ ７円 

１ １ ㎥ 〜 ２０ ㎥ 

（ １ ㎥ に つき ） 
２ ６ 円 ２ ９ 円 

２ １ ㎥ 〜 ３０ ０ ㎥ 

（ １ ㎥ に つき ） 
１ ４ ７ 円 １ ６ ２ 円 

３ ０ １ ㎥ 〜１ ， ０ ０ ０ ㎥ 

（ １ ㎥ に つき ） 
１ ６ ０ 円 １ ７ ７ 円 

１ ， ０ ０ １㎥ 以 上 

（ １ ㎥ に つき ） 
１ ７ ４ 円 １ ９ ４ 円 

温
泉
汚
水 

１ ㎥ に つ き ９ ７ 円 １ ０ ８ 円 

 

 

 


